
１．医師確保対策について  

 

Ⅰ．医学部入学定員の動向  

我が国では人口当たり医師数が OECD 平均を下回っており医師の

絶対数の不足が指摘されている。そのため、平成 20 年度より医学部

入学定員については、文部科学省と連携を図り、段階的に増員を行

っている。  

その結果、平成 24 年度の入学定員については、過去最大の 8,991

人であり、平成 19 年度と比べて 1,366 人の増員となった。平成 25

年度についても、更に同様の枠組みで 50 人の増員を行って 9， 041

人となる予定である。  

なお、医師確保対策については、文部科学省と共同で「地域の医

師確保対策 2012」 (平成 24 年 9 月 10 日 )を取りまとめた。  

 

○平成 25 年度における医学部入学定員の増員について  

（１）増員の枠組み  

①「地域枠」・・・ 39 名  

  各都道府県と当該県内外の大学が連携し、地域医療を担

う医師を養成するための定員増。（各都道府県の地域医療

再生計画に基づき（地域医療再生基金の活用が可能）、医

師確保に係る奨学金を活用し、選抜枠を設けて医師定着

を図ろうとする大学の定員増を認める。）  

②「研究医枠」・・・ 9 名  

  研究医を養成するための定員増。  

③「歯学部振替枠」・・・ 2 名  

・  歯学部入学定員を減員する場合に認められる定員増。  

（２）増員期間  

平成 31 年度までの 7 年間（前回の医学部定員増と終期をそ

ろえるという考え方。以降の取扱いは、その時点の医師養成数

の将来見通しや定着状況を踏まえて判断する。）  

（３）増員数  

総数 50 人（地域枠 39 人＋研究医枠 9 人＋歯学部振替枠 2 人）  
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Ⅱ．医師の勤務環境の改善について  

近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合は約 3 分の 1 と

なっており、特に産婦人科については 20 代の女性医師の割合が半数

を上回っている現状もあるため、出産や育児といったライフステー

ジに応じた就労を支援するための取組が課題となっている。  

このため、平成 22 年度から「女性医師等就労支援事業」を実施し、

女性医師の離職防止・復職支援を行っており、平成 25 年度予算案に

おいても、医療提供体制推進事業費補助金（２２７億円）のうちの

一事業として、予算計上している。  

医療提供体制推進事業費補助金は、都道府県の裁量で各事業への

配分を調整できる仕組みとなっていることから、未実施の都道府県

においては、本事業に必要な財源を確保し、女性医師の離職防止や

復職支援の取り組みを積極的に実施していただきたい。  

 

○女性医師等就労支援事業  

女性医師等の再就業が困難な状況の大きな要因として、就学前

の乳幼児の子育て、配偶者の転勤、日進月歩で進む医療の現場に

戻りづらい等の理由が挙げられている。  

このため、出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える女性

医師等に対し、各都道府県において受付・相談窓口を設置して、

復職のための研修受入医療機関の紹介や出産・育児等と勤務との

両立を支援するための助言及び就労環境の改善を行い、女性医師

等の離職防止や再就業の促進を図るために必要な経費を補助す

るものである。（平成 23 年度  ３６都道府県）  

なお、社団法人日本医師会へ委託している「女性医師支援セン

ター事業」においても、再就業を希望する女性医師の就業斡旋等

を行うことにしている。  

（就業成立実績：平成 25 年 1 月末現在  324 件）  
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２．医師臨床研修について 

 
（１）医師臨床研修制度の見直しについて 

次回の制度見直しについて、平成 27 年度の研修医へ適用する

ことを念頭に「医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググル

ープ」において取りまとめられた「論点整理※」や、都道府県に

ご協力いただいて昨年 11 月に実施した「医師臨床研修に関する

アンケート調査」の結果をもとに「医道審議会医師臨床研修部会」

において、平成 25 年中を目途に具体的な検討をすることとして

いる。  
※「医師臨床研修制度の評価に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ論点整理」  

具体的な論点としては、例えば、  
・現在の臨床研修の研修期間（２年以上）について  
・現在の診療科（３診療科必修、２診療科選択必修）について  
・「年間入院患者 3,000 人以上」の基準について  
・都道府県の募集定員の上限について  
・地域枠への対応について  

などがあげられており、今後、これらについて臨床研修部会において

鋭意ご検討をいただいた上で、平成 27 年度の研修医から適用することと

したい。  
 

（２）医師臨床研修にかかる補助金 

臨床研修病院が、適切な指導体制の下で臨床研修を実施するこ

とを支援する臨床研修費等補助金（医科分）は、平成２５年度予

算案において、１２１億円を計上している。  
各都道府県におかれては、管轄内の病院が臨床研修を円滑に実

施するために、当補助事業を積極的に活用できるようご配慮いた

だくとともに、各地域において理想的な医師養成のネットワーク

の形成に取り組むことをお願いする。  
 

（参考）臨床研修費等補助金  
【臨床研修指導医確保事業】     １２１億円の内数（１０億円） 

医師不足地域の臨床研修指導医や研修医を確保するため、大学

病院や都市部の中核病院と医師不足地域の中小病院・診療所が連

携して臨床研修を行うための経費  
 
【臨床研修に関する地域協議会設置促進事業】  

          １２１億円の内数（１億円） 
都道府県等が設置する臨床研修に関する地域協議会において、

研修医の地域定着を図る研修プログラムの開発や研修医の適正配

置に関する協議を行うための経費  
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３．新たな専門医に関する仕組みについて 

 

 

（１）専門医の在り方に関する検討会 

医師の質の一層の向上を図ること等を目的として、平成 23 年 10 月より

「専門医の在り方に関する検討会」を開催し、専門医に関して幅広く検討

を進めている。 

平成 24 年８月に「中間まとめ」を取りまとめたところであるが、引き続

き検討を進め、平成 24年度中を目途に「報告書」を取りまとめる予定とし

ている。 
 

（参考）専門医の在り方に関する検討会 

・平成 23年 10月から 16回開催（月１回程度開催） 

・平成 24年８月 31日「中間まとめ」公表 

・平成 24年度中目途 「報告書」取りまとめ予定 

 

 

（２）「専門医の在り方に関する検討会」におけるこれまでの議論について 

【概ね合意が得られている項目】 

・中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・

認定を統一的に行う 

・「総合診療専門医」を基本的領域の専門医の一つとして加える 

・専門医の養成数は、養成プログラムにおける研修体制を勘案して設定 

 

 

【引き続き議論を行っている項目】 

・専門医の養成プログラムの地域への配置の在り方など、地域医療が改善

するような制度設計を行うこと 

・現在の専門医と新しい仕組みによる専門医との関係（移行措置） 

 

 

（３）スケジュールについて 

今後の見通しとしては、来年度中に新しい第三者機関が設立され、そこ

で専門医の認定基準や養成プログラムの認定基準の策定等の準備を行った

上で、平成 29 年度を目安に新たな専門医の養成（研修）が開始されること

を想定している。 
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４．医師、歯科医師の行政処分等について  

（１）医療関係資格者の行政処分対象事案の把握等について  

医療関係資格者の行政処分対象事案の把握については、かねてよ

り御協力いただいているところであるが、情報入手の適正化の観点

から平成１６年より医師及び歯科医師が刑事事件の被疑者として

起訴された場合及び判決が出された場合に、法務省から当省に対し、

医師の氏名、事件の概要等の情報が提供されることとなっている。 

このため、法務省から提供のあった情報を含め、各都道府県に判

決書の入手等を依頼することとしているので、引き続き御協力をお

願いする。  

また、その他の医療関係資格者については、従前の取扱いと同様

に各都道府県に対象事案の把握及び判決書の入手等を依頼するこ

ととしているので、引き続き御協力をお願いする。  

 

（２）医師等に対する再教育研修に係る弁明の聴取について  

平成１９年度から、医師及び歯科医師の行政処分対象者に厚生労

働大臣が再教育研修受講を命ずることとなったが、被処分者にとっ

ては不利益処分となるため、処分に先立って弁明の聴取を行う必要

がある。  

行政処分対象者の意見の聴取等については、かねてより御協力い

ただいているところであるが、これに加えて、再教育研修に係る弁

明の聴取も行って頂きたく、引き続き御協力をお願いする。  
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５．医師等の資格確認について  

（１）医療機関、保健所等における資格確認について  

医療機関等において、医師等を採用する場合は、免許証等の原本

により資格を有していることの確認を求めているほか、保健所等に

おいて、免許証の再交付申請があった場合は、厳密に本人確認を行

うよう求めているところである。  

しかしながら、偽造した医師免許証の写しを使用する事件が散見

されており、昨今においても、偽造した医師免許証の写しを使用し

て、健康診断を行っていたという「なりすまし医師」の事例も発生

したところ。  

医師等の資格確認については、平成２４年９月２４日付医政医発

０９２４第１号、医政歯発０９２４第２号により改めて通知してい

るところであるが、今後かかる事例が発生することのないよう、医

療関係職種の採用の際には免許証の原本確認を十分行うよう関係

部局、貴管下保健所、病院、診療所等関係機関に対し指導されたい。

また、医師、歯科医師については、平成１９年４月から厚生労働省

ホームページ上で運用を開始した「医師等資格確認検索システム」

(http://licenseif.mhlw.go.jp/search/)                  

をも活用するなどにより適正な資格確認を行うよう徹底願いたい。 

なお、「医師等資格確認検索システム」については、資格確認を

補完する手段として、医療機関等がより正確な資格確認を行うこと

ができるよう、本年夏を目途に「氏名、性別」による確認に加えて、

「生年月日、（歯科）医籍登録番号、（歯科）医籍登録年月日」によ

る確認も可能とする改修を行う予定である。  

 

（２）免許登録申請手続の迅速化について  

医師等医療関係職種の新規免許登録については、例年３月末から

４月にかけて登録申請が集中し、申請から登録完了まで一定の期間

を要していることから、医事課試験免許室が行う審査業務等をさら

に効率化し、免許登録事務の迅速化を図ることとしている。  

また、保健所への申請書提出から医事課試験免許室への進達まで

に要する期間について、都道府県によって差が生じているとの指摘

もあることから、各都道府県の関係部局及び管下保健所においては、

審査が終了した申請書を留め置くことなく、速やかに進達するよう

迅速化に努めて頂きたい。  
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６ ． 消 費 者 委 員 会 の 建 議 に つ い て  

（ エ ス テ ・ 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関 す る 消 費 者 問 題 ）  

○  平 成 23 年 12 月 21 日 に 、 消 費 者 委 員 会 よ り 「 エ ス テ ・ 美 容 医

療 サ ー ビ ス に 関 す る 消 費 者 問 題 に つ い て の 建 議 」が 発 表 さ れ 、そ

の 中 で 、厚 生 労 働 省 に 対 し て 、エ ス テ 等 に よ る 健 康 被 害 等 に 関 す

る 情 報 の 提 供 と 的 確 な 対 応 を 求 め ら れ て い る 。  

○  厚 生 労 働 省 （ 医 政 局 医 事 課 ） と し て は 、 無 資 格 者 に よ る 脱 毛 ・

ア ー ト メ イ ク 等 へ の 対 応 と し て 、 平 成 13 年 に 「 医 師 免 許 を 有 し

な い 者 に よ る 脱 毛 行 為 等 の 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 13 年 11 月 8

日 付 け 医 政 医 発 第 105 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 長 通 知 ）を 発 出

し 、違 反 行 為 に 対 す る 指 導 等 に つ い て 皆 様 に 御 協 力 を お 願 い し て

い る 。  

ま た 、 通 知 に 書 か れ て い る よ う な 、 勧 告 や 告 発 に 至 ら ず と も 、

違 反 事 例 に 接 し た 場 合 に は 、当 該 違 反 者 に 対 す る 行 政 指 導 、警 察

へ の 情 報 提 供 等 に よ る 御 協 力 を お 願 い し て き た と こ ろ 。  

○ さ ら に 、 昨 年 3 月 23 日 に は 「 消 費 者 行 政 担 当 部 局 か ら 提 供 さ れ

た 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関 す る 情 報 へ の 対 応 に つ い て（ 依 頼 ）」（ 平

成 24 年 3 月 23 日 付 け 医 政 総 発 0323 第 11 号・医 政 医 発 0323 第 2

号 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 及 び 医 事 課 長 連 名 通 知 ）に よ り 、各

都 道 府 県 の 消 費 者 行 政 担 当 部 局 と 連 携 し た 対 応 を 行 う こ と や 、医

師 法 第 17 条 に 係 る 疑 義 が 生 じ た 場 合 に 、 医 政 局 医 事 課 宛 に 照 会

い た だ く こ と 等 を 併 せ て お 願 い し て い る 。  

○  引 き 続 き 、違 反 行 為 に 対 す る 行 政 指 導 等 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、

上 記 通 知 に 基 づ き ご 協 力 い た だ き た い 。  

○  な お 、現 在 、具 体 的 な 被 害 事 例 や 違 反 者 に 対 す る 指 導 、警 察 と

の 連 携 方 法 等 に つ い て 、都 道 府 県 及 び 保 健 所 設 置 市 に 対 す る 調 査

を 行 っ て い る と こ ろ で あ り 、各 都 道 府 県 及 び 保 健 所 設 置 市 に お か

れ て は 、 調 査 へ の ご 協 力 を お 願 い し た い 。  

93



７．異状死死因究明について  

○  監察医制度が適用されている一部の大都市圏を除いて、異状死

の死因究明のための解剖については、広く実施されているとは言

えない状況にある。  

○  このような現状に鑑み、異状死の死因究明のための体制づくり

を支援するため、平成２２年度から「異状死死因究明支援事業」

により、警察や大学法医学教室との連携等により独自に解剖等の

取組を行っている都道府県に対し、行政解剖や死亡時画像診断に

要する経費の財政支援を行っているところであり、平成２５年度

予算案では、予算額を約 2.5 倍に増額して、引き続き予算計上し

ている。  

（平成２４年度  １８都府県で実施）  

○  併せて、死亡時画像診断のためのＣＴ等の施設・設備整備費を

補助する「死亡時画像診断システム整備事業」についても、引き

続き予算計上している。  

○  また、昨年６月に成立、９月に施行した「死因究明等の推進に

関する法律」に基づき、内閣府に「死因究明等推進会議」（内閣官

房長官を会長とし、厚生労働大臣を含む関係大臣等により構成）

が設置されており、死因究明のための体制整備等に関する「死因

究明等推進計画」を２年以内に策定することとなっている。  

○  厚生労働省としては、解剖によって得られる情報を公衆衛生の

向上のために活用できるようにすることが重要と考えており、死

因究明等推進会議での議論や都道府県のご意見も踏まえながら、

監察医制度も含めた死因究明制度の今後の在り方について検討し

ていきたいと考えている。  
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８ ． 医 療 従 事 者 の 養 成 に つ い て  

（ １ ）医 師 等 医 療 関 係 職 種 の 国 家 試 験 に つ い て は 、各 職 種 の 更 な る

質 の 向 上 を 図 る 観 点 か ら 、適 宜 、試 験 の 改 善 を 図 り 、そ の 実 施

に 努 め て い る と こ ろ で あ る 。  

ま た 、 平 成 ２ ５ 年 の 国 家 試 験 は 、 資 料 （ Ⅱ ） 医 事 課 の 「 10．

平 成 25 年 医 政 局 所 管 国 家 試 験 実 施 計 画 」 の と お り 実 施 す る の

で 、合 格 発 表 後 の 免 許 申 請 手 続 き に あ た っ て は 、引 き 続 き 適 切

な 実 施 方 を お 願 い す る 。  

（ ２ ）医 療 関 係 職 種 の 養 成 所 に つ い て は 、近 年 、指 定 規 則 に 適 合 し

な い 教 員 に よ る 授 業 の 実 施 や 、学 則 に 適 合 し な い 授 業 の 実 施 な

ど 、不 適 切 な 事 例 が 多 数 見 受 け ら れ る こ と か ら 、各 地 方 厚 生（ 支 ）

局 を 中 心 と し て 指 導 監 督 を 徹 底 し て い く こ と と し て お り 、引 き

続 き ご 協 力 を お 願 い す る 。  
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９．あはき無資格者の取締り等について 

（１）あはき無資格者の取締りについて 

○ あん摩、マッサージ又は指圧について、無資格者が業として行っている

との情報が当課に多く寄せられているところである。 
 

○  医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整

復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十

五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、は

り師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行って

はならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったもの

は、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

第十三条の七及び柔道整復師法第二十九条の一により処罰の対象になるも

のであることについて周知・啓発を図られたい。 

 参考：「医業類似行為に対する取扱いについて」（平成 3 年 6 月 28 日付け医事第 58 号） 

 

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為

（いわゆる民間療法）については、当該医業類似行為の施術が医学的観点

から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであ

ることから、保健所等関係機関とも連携し、その徹底を図られたい。 

 参考：「医業類似行為に対する取扱いについて」（平成 3 年 6 月 28 日付け医事第 58 号） 

 
 

（２）あはき柔整無資格者の広告について 

○ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第１条のあ

ん摩、マッサージ又は指圧が行われていない施設において「マッサージ」

等と広告することについては、同施設においてあん摩マッサージ指圧が行

われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できない

ものであるので、各都道府県におかれても、このような広告を行わないよ

う指導をお願いする。 
 

○ なお、有資格者においても、資格法の広告規制違反を行っている事例も

認められるため、広告規制の遵守を行うように指導されたい。 
 

○ 例えば、あはき柔整無資格者が、広告において、実際には認められない
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効果・効能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触す

るおそれもあり、また、広告に関する住民からの苦情は、管内を所管する

消費生活センターに寄せられることもあるので、苦情・相談の状況につい

て、定期的に情報交換する等、消費者行政機関との連携に努め、必要な措

置を講じられるようにお願いしたい。 

 

 

○不当景品類及び不当表示防止法【参考】 

（不当な表示の禁止）  

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当

する表示をしてはならない。  

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは

役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当

に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら

れるもの  

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ

る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

 

 

（関連のホームページ） 

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 

 

97


	【資料３・４】250304第４回資料案【根回し用】（財務修正後）
	スライド番号 1

	資料Ⅰ
	1.総務課
	1.平成２５年度予算案・平成２４年度補正予算案の概要
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	2.医療提供体制の改革について
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

	3.一般病床の機能分化を推進するための仕組みについて
	スライド番号 1
	一般病床の機能分化を推進するための仕組み
	スライド番号 3

	4.特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件の見直しについて
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	5.医療事故
	５．医療事故に係る調査の仕組み等について
	スライド番号 2

	6-1.産科補償
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	6-2.産科補償／事務連絡
	03事務連絡（産科普及・啓発).pdf
	04別紙１ 医療・福祉関係者向けチラシ
	05別紙２ 患者向けチラシ

	7.医療の質
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

	8.医療機能情報提供制度
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	9-1
	スライド番号 1

	9-2
	スライド番号 1

	9-3

	2.指導課
	【資料Ⅰ】1
	【資料Ⅰ】2.地域医療再生基金について
	【資料Ⅰ】3.地域における医師の確保について
	【資料Ⅰ】4.在宅医療の推進について
	【資料Ⅰ】5
	【資料Ⅰ】5-1.平成24年度補正予算
	スライド番号 1

	【資料Ⅰ】5-2.２5年度病院耐震化予算
	病院における耐震診断・耐震整備の補助事業

	【資料Ⅰ】5-3.災害防災協定書締結の目的と現状
	災害時防災協定書締結の目的と現状
	スライド番号 2

	【資料Ⅰ】5-4.災害時の医療用ガス供給
	【資料Ⅰ】6
	【資料Ⅰ】7
	【資料Ⅰ】8
	【資料Ⅰ】9
	【資料Ⅰ】10
	【資料Ⅰ】11
	【資料Ⅰ】12.医療関連サービスについて

	3.老健局　振興課
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	　「地域ケア会議」の５つの機能
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

	4.医事課
	01-1 医師確保対策【修正済み】
	01-2 医師確保対策資料
	スライド番号 1
	地域の医師確保対策2012�～医師のキャリア形成と社会構造の変化に対応した医師養成・確保の推進～

	02.医師臨床研修
	03.新たな専門医に関する仕組み
	04 医師、歯科医師の行政処分等 
	05 医師等の資格確認
	06 H24年度→消費者委員会の建議
	07 異状死死因究明
	08 医療従事者
	09あはき無資格者の取締り等（登録分）

	5.歯科保健課
	6.看護課
	01特定行為に係る看護師の研修制度（案）について
	02看護教員の養成に係る講習会等について
	03「看護の日」等について
	04経済連携協定（EPA）に基づく外国人看護師候補者の受入れについて
	05平成25 年度看護職員確保対策等予算（案）について

	7.経済課
	8.研究開発振興課
	9.国立病院課
	資料Ⅰ01主管課長会議（国立病院課）130221
	資料Ⅰ02別紙1 補助金資料
	スライド番号 1
	国立病院機構における補助金受入状況調査結果（補助事業別）
	地方公共団体の国等に対する寄付を原則制限していた�規定の廃止について

	資料Ⅰ03別紙2 閣議決定資料

	10.医療経理室
	経理１　平成24年度予算
	経理２　統合補助金配分方法　最終
	経理３　補助金等の適正な執行（連絡事項）　最終
	経理４　消費税関係

	11.福祉医療機構




